
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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修
学
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貸
与
条
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施
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規
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一
部
を
改
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す
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規
則
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○
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
 

る
規
則
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
二
 

 

規
 
 
則
 

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
 

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平

福
島
県
規
則
第
三
十
二
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 
福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

 
第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
二
 
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
振
興
局
に
属
す
る
部
及
び
出
納
室
に
属
す
 

る
課
の
課
長
並
び
に
地
方
振
興
局
の
出
張
所
の
出
張
所
長
は
、
当
該
地
方
振
興
局
の
分
掌
事
務
の
う
 

ち
当
該
課
及
び
出
張
所
に
係
る
事
務
を
点
検
す
る
。

 
第
二
十
七
条
の
二
中
「
前
二
条
」
を
「
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
の
表
復
興

支
援
・
地
域
連
携
室
副
室
長
の
項
中
「
補
佐
し
、
」
の
下
に
「
並
び
に
」
を
、
「
事
務
を
」
の
下
に
「
点

検
し
、
及
び
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
三
と
す
る
。

 
第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
二
 
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
の
職
務
は
、
そ
れ
 

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
有
機
農
業

推
進
室
の
有
機
農
業
推
進
室
長
に
あ
っ
て
は
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
の
う
ち
有
機
農
業
推

進
室
に
係
る
事
務
を
、
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
発
達
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
発
達
障
が
い
者
支
援

セ
ン
タ
ー
長
に
あ
っ
て
は
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
の
う
ち
発
達
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー

に
係
る
事
務
を
点
検
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
か
ら
第
二
十
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
」
を
「
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
の

三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
公
務
災
害
補
償
等
審
査
会
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
入
札
制
度
等
監
 

視
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
 

附
 
則

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

 福
島
県
規
則
第
三
十
三
号
 

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

出
先
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
部
組
織
が
な

い
も
の
の
次
長
（
次
長
が
置
か
れ
て
い
な
い

出
先
機
関
に
あ
っ
て
は
、
出
先
機
関
の
長
）

出
先
機
関
の
内
部
組
織
で
あ
る
部
（
事
務
部
、

診
療
相
談
部
、
看
護
部
、
薬
剤
部
及
び
生
活

指
導
部
を
含
み
、
当
該
部
に
属
す
る
課
、
科

及
び
学
科
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
部
長

（
事
務
長
、
診
療
相
談
部
長
、
看
護
部
長
、

薬
剤
部
長
及
び
生
活
指
導
部
長
を
含
む
。
）

出
先
機
関
（
東
京
事
務
所
を
除
き
、
出
先
機

関
の
出
張
所
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
内
部
組
織
で
あ
る
課
の
課

長
、
科
の
科
長
及
び
学
科
の
学
科
長

出
先
機
関
の
分
掌
事
務
を
点
検
す
る
。

出
先
機
関
の
分
掌
事
務
の
う
ち
当
該
部
に
係

る
事
務
を
点
検
す
る
。

出
先
機
関
の
分
掌
事
務
の
う
ち
当
該
課
、
科

及
び
学
科
に
係
る
事
務
を
点
検
す
る
。

福
島
県
公
務

災
害
補
償
等

審
査
会

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
福
島
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
十

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
実
施
に
係
る
審
査
の
申
立
て

に
関
す
る
事
項
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
人

事
総
室
職

員
研
修
課

平成25年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第28号1



 
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
福
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
条
例
第
六
条
第
一
項
」
に
、

「
臨
床
研
修
」
を
「
県
内
臨
床
研
修
」
に
改
め
る
。
 

様
式
第
六
号
中
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
、
「
 
 

 
 
 
 
 
 
 
」
及
び
「
 
 
 
 
 
 
  
」
を
削
り
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
、
 「
 
 
 
 
 
 
 
」
を
削
り
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 

 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
る
。
 

 
様
式
第
十
号
中
「
 
 
 
 
 」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
、
「
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 

 
 
 
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
改
正
後
の
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成

十
九
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
修
学
資
金
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
福

島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
る
者
及
び
福
島

県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第

十
四
号
。
以
下
「
一
部
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現
に
修
学
資
金
条
例
第
三
条
第
四
項

に
規
定
す
る
契
約
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
一
部
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
修
学
資
金
条
例
第
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
従
事
す
る
前
に
一
部
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事

へ
申
出
を
行
っ
た
も
の
（
以
下
「
改
正
適
用
申
出
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
（
改
正
適
用
申
出
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
 

３
 
一
部
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
申
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
私
学
・
法
人
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
三
十
四
号

 
 
 
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

 
 
 
規
則

 
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
第
七
条
中
「
第
六
条
、
第
七
条
又
は
第
九
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
又
は
第
八
条
」
に
、
「
第
六
条

各
号
、
第
七
条
各
号
又
は
第
九
条
各
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
各
号
又
は
第
八
条
各
号
」
に
改
め
る
。

  第
八
条
中
「
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

 
第
九
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
条
例
第
六
条
第
一
項
」
に
、

「
臨
床
研
修
」
を
「
県
内
臨
床
研
修
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」

に
、
「
対
象
医
療
機
関
医
師
と
し
て
」
を
「
対
象
医
療
機
関
勤
務
に
」
に
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
従
事

し
た
」
に
、
「
勤
務
し
な
く
な
っ
た
」
を
「
従
事
し
な
く
な
っ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第

六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
条
例
第
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

様
式
第
五
号
中
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
の
次
に
「
 
 
 
 
 

」
を
加
え
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 

」
に
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
、
「
 

」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
、
「
 
 
 

」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
、
「
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
る
。

 
様
式
第
十
一
号
中
「
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「
 
」

を
「
 
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
る
。

附
 
則

１
 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
 
改
正
後
の
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規

則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資

金
貸
与
条
例
（
平
成
十
六
年
福
島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
医
療

等
医
師
確
保
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
る
者
及
び
福
島
県
へ
き

地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
条
例

第
二
十
二
号
。
以
下
「
一
部
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現
に
同
項
に
規
定
す
る
契
約
の

相
手
方
の
う
ち
同
項
に
規
定
す
る
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
し
て
い
る
者
又
は
修
学
資

金
の
貸
与
を
受
け
た
者
の
う
ち
医
師
と
な
っ
て
い
な
い
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
一
部
改
正
条
例

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
へ
申
出
を
行
っ
た
も
の
（
以
下
「
改
正
適
用
申
出
者
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
（
改
正
適
用
申
出
者
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
 
一
部
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
申
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
域
医
療
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
三
十
五
号
 

 
 
 
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
十
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
又
は
第
九
条
」
に
、
「
第
七
条

各
号
、
第
八
条
各
号
又
は
第
十
条
各
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
九
条
各
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
臨
床
研
修
に
」
を
「
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
内
臨
床
研

修
に
」
に
、
「
当
該
臨
床
研
修
」
を
「
当
該
県
内
臨
床
研
修
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
後
期
研
修

又
は
条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
を
「
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
研
修
又

は
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 

対
象
医
療
機
関
医
師
と
し
て
の
勤
務

県
内
臨
床
研
修
、
対
象
医
療
機
関
勤

務
又
は
県
内
後
期
研
修
の
い
ず
れ
か

の
貸
与
を
受
け
た
期
間

の
２
分
の
３

に
相
当
す
る
期
間

第
６
条
第
１
号
又
は
条
例
第
７
条
第
１
号

第
６
条
第
１
項
第

１
号

第
６
条
第
２
号
又
は
条
例
第
７
条
第
２
号

第
６
条
第
１
項
第
２
号

第
８
条
第
１
項
第
４
号
か
ら
第
６
号
ま
で

第
７
条
第
１
項
第
４
号
及
び
第
５
号

第
９
条

第
１
号

第
８
条
第
１
号

第
９
条
第
２
号

第
８
条
第
２
号

臨
床
研
修
に

県
内
臨
床
研
修
に

４
５

公
的
医
療
機
関
医
師
と
し
て
の
勤
務

県
内
臨
床
研
修
、
公
的
医
療
機
関
勤

務
又
は
県
内
後
期
研
修
の
い
ず
れ
か

第
７
条
第
１
号
又
は
条
例
第
８
条
第
１
号

第
７

臨
床
研
修
等
従
事
期
間

県
内
臨
床
研
修
等
従
事
期
間

貸
与

の
種
類
に
応
じ
て

又
は
同
項
第
３
号

医
師
勤
務
等
従
事
期
間

県
内
臨

床
研
修
等
従
事
期
間

又
は
同
項
第
４
号

第
６
条
第
１
項
第
５
号

第
６
条
第
１
項
第
３
号
臨
床
研
修

県
内
臨
床
研
修

対
象
医
療
機
関
等

公
的
医
療

機
関
等

臨
床
研
修

県
内
臨
床
研
修
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」
に
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

に
、
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
、

「
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
、
「
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め

る
。様

式
第
十
一
号
中
「
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「
 
」

を
「
 
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
る
。

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
 
改
正
後
の
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条

例
（
平
成
二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
十
七
号
。
以
下
「
修
学
資
金
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規

定
す
る
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
る
者
及

び
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福

島
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
一
部
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現
に
同
条
に
規
定
す

る
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
修
学
資
金
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
大
学
の
医
学
を
履
修
す

る
課
程
に
在
学
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
一
部
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
へ
申
出

を
行
っ
た
も
の
（
以
下
「
改
正
適
用
申
出
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
修
学

資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
（
改
正
適
用
申
出
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
 
一
部
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
申
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
域
医
療
課
）
 

                   

                                      

条
第
１
項
第
１
号

第
７
条
第
２
号
又
は
条
例
第
８
条
第
２
号

第
７
条
第
１
項
第
２
号

第
９
条
第
１
項
第
４
号
か
ら
第
６
号
ま
で

第
８
条
第
１
項
第
４
号
及
び
第
５
号

第
10条

第
１
号

第
９
条
第
１
号

第
10条

第
２
号

第
９
条
第
２
号

４
５

臨
床
研
修
に

県
内
臨
床
研
修
に

臨
床
研
修

県
内
臨
床
研
修
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